
   安城市における開発行為に係る道路の取扱い基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３３条第１項第

２号の道路の取扱いについて定めるものとする。 

 （前面道路となる道路） 

第２条 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「令」という。）第

２５条第２号の道路（以下「前面道路」という。）は、予定建築物に係る車両の

主要な経路となる道路とする。ただし、次に掲げる道路は、前面道路としない。 

（１）歩行者又は自転車の専用道路として道路法（昭和２７年６月１０日法律第１

８０号）の規定による認定を受けている道路 

（２）階段状の部分を含む道路 

（３）その他車両の通行に支障があることが明らかである道路 

 （前面道路の幅員） 

第３条 前面道路の幅員（主として車両の通行上有効に利用できる部分の幅をいう。

以下同じ。）は、次の表の左欄に掲げる用途及び同表の中欄に掲げる敷地の面積

に応じ、同表の右欄に定める幅員以上としなければならない。 

用途 開発区域の面積 幅員 

住宅（自己居住用以外） 全て ６ｍ 

住宅以外の建築物又は第１種特定工作物 １，０００㎡未満 ６ｍ 

１，０００㎡以上 ９ｍ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前

面道路の幅員は、当該各号に定める幅員以上とすることができる。 

（１）令第２５条第２号の小区間で通行上支障ない場合として、次のいずれにも該

当する場合 住宅（住戸数が２０以上の共同住宅及び長屋住宅を除く。）の用

途に供する場合又は開発区域の面積が１，０００㎡未満の場合にあっては４ｍ、

その他の場合にあっては６ｍ 

  ア 開発区域内に道路を新設すること。 

  イ 次のいずれかに該当すること。 

  （ア）開発区域の面積が、３，０００㎡未満であること。 

  （イ）開発道路の延長が、５０ｍ未満であること。 

  （ウ）住宅目的の開発行為であって、次のいずれにも該当すること。 



    ａ 開発区域が、幅員６ｍ以上の道路に囲まれた街区内にあること。 

    ｂ 開発道路は、ａの街区内の区画道路であること。 

    ｃ ａの街区が、延長される予定のない１辺がおおむね１２０ｍ以内の小

区間であること。 

（２）令第２５条第２号ただし書に該当する場合として、開発区域内に道路を新設

せず、予定建築物の用途が次の表の左欄に掲げる用途のいずれかに該当し、か

つ、開発の規模が同表の中欄に掲げる規模の範囲内である場合 同表の右欄に

定める幅員 

用途 開発の規模 幅員 

戸建て分譲 開発区域の面積が、３，０００㎡未満 ４ｍ 

開発区域の面積が、３，０００㎡以上

１万㎡未満 

５ｍ 

共同住宅、長屋住宅 開発区域の面積が３，０００㎡未満で

あって、住戸数が２０戸未満 

４ｍ 

開発区域の面積が３，０００㎡未満で

あって、住戸数が２０戸以上１００戸

未満 

５ｍ 

店舗 開発区域の面積が、１，０００㎡未満 ５ｍ 

開発区域の面積が、１，０００㎡以上

３，０００㎡未満 

６ｍ 

社会福祉施設、介護

保険施設、有料老人

ホーム、診療所及び

事務所 

開発区域の面積が、１，０００㎡未満 ４ｍ 

開発区域の面積が、１，０００㎡以上

３，０００㎡未満 

５ｍ 

開発区域の面積が、３，０００㎡以上 ６ｍ 

工場 開発区域の面積が、１万㎡未満 ６ｍ 

その他この欄に掲げ

る用途に類似するも

のであって、特に通

行の安全上支障がな

いと認められるもの 

類似すると認められるこの表の左欄に掲

げる用途（この項において「類似用途」

という。）の区分に応じ、この欄に定め

る開発の規模 

類似用途及びそ

れに応じた開発

の規模の区分に

応じ、この欄に

定める幅員 

 備考 

１ 予定建築物の用途が複数ある場合の前面道路の幅員は、原則として用



途ごとに定められた幅員のうち最も大きい幅員以上としなければならな

い。 

２ 既設の建築物の敷地の拡大に伴う開発区域の場合におけるこの表の中

欄の適用については、既設の建築物の敷地を含めた区域の面積を開発区

域の面積とする。 

３ 前２項に規定する前面道路の最低の幅員は、開発区域の主要な乗入口から当該

前面道路と交差する当該最低の幅員以上の幅員の道路まで継続しなければならな

い。 

４ 幅員が４ｍ以上の前面道路であって、当該前面道路が一方通行であるもの（一

時的に制限されているものを除く。）は、その幅員に２を乗じて得た数を前面道

路の幅員とみなすことができる。 

 （前面道路の最低の幅員を満たさない道路からの乗入の制限） 

第４条 開発区域のうち、道路（法定外道路を含む。この条において同じ。）に接

している部分で前条に規定する最低の幅員以上の道路に接していない部分には、

縁石、さく等を設置し、自動車の乗入れができないようにしなければならない。

ただし、４ｍ以上の幅員の道路に接している部分であって、通行の安全上支障が

ないと認められる部分には、原則として１箇所に限り副次的に自動車の乗入口を

設置することができる。 

２ 前項に規定する副次的な乗入口は、その開口の幅をおおむね４ｍ以下としなけ

ればならない。 

 （前面道路の最低の幅員を満たさない道路に接する駐車場からの乗入れの制限） 

第５条 開発区域に接して駐車場を整備する場合であって、当該駐車場の乗入口が

接する道路の幅員が、当該開発に係る前面道路の最低の幅員を満たさない場合は、

当該駐車場の区域と開発区域の境界に、縁石、さく等を設置し、自動車の乗入れ

ができないようにしなければならない。 

 （接続先道路となる道路） 

第６条 第２条の規定は、令第２５条第４号の道路（以下「接続先道路」という。

）について準用する。 

 （接続先道路の幅員） 

第７条 接続先道路の幅員（主として車両の通行上有効に利用できる部分の幅をい

う。以下同じ。）は、次の表の左欄に掲げる用途に応じ、同表の右欄に定める幅

員以上としなければならない。 



用途 幅員 

住宅（自己居住用以外） ６．５ｍ 

住宅以外の建築物又は第１種特定工作物 ９ｍ 

２ 前項の規定にかかわらず、予定建築物の用途が次の表の左欄に掲げる用途のい

ずれかに該当し、かつ、開発の規模が同表の中欄に掲げる規模の範囲内である場

合は、接続先道路の幅員は、令第２５条第４号の車両通行に支障がない道路して

同表の右欄に定める幅員以上とすることができる。この場合において、開発区域

内の道路（歩道を除く。）が接続する全ての道路の幅員は、同表の右欄に定める

幅員（開発区域内の道路のいずれかが同表の右欄に定める幅員以上の道路に接す

る場合であって、車両の通行上支障がないと認められるときは、４ｍ）以上でな

ければならない。 

用途 開発の規模 幅員 

住宅（自己居

住用以外） 

開発区域の面積が、３，０００㎡未満 ４ｍ 

開発区域の面積が、３，０００㎡以上１万㎡未満 ６ｍ 

共同住宅、

長屋住宅 

開発区域の面積が３，０００㎡未満であって、住戸数

が２０戸未満 

４ｍ 

開発区域の面積が１０，０００㎡未満（開発区域の面

積が３，０００㎡未満であって、住戸数が２０戸未満

を除く） 

６ｍ 

工場 開発区域の面積が、１万㎡未満 ６ｍ 

備考 

１ 予定建築物の用途が複数ある場合の接続先道路の幅員は、用途ごとに定

められた幅員のうち最も大きい幅員以上としなければならない。 

２ 既設の建築物の敷地の拡大に伴う開発区域の場合におけるこの表の中欄

の適用については、既設の建築物の敷地を含めた区域の面積を開発区域の

面積とする。 

３ 前２項に規定する接続先道路の最低の幅員は、開発区域の主要な乗入口から当

該接続先道路と交差する当該最低の幅員以上の幅員の道路まで継続しなければな

らない。 

 （大規模集客施設における前面道路及び接続先道路） 

第８条 予定建築物の用途が大規模集客施設その他著しく車両の交通の増加が予測

されるものである場合は、道路管理者及び愛知県公安委員会と協議し、必要に応



じて前面道路及び接続先道路に右左折車線、信号機、歩道等を設置するものとす

る。 

 （愛知県の基準の準用） 

第９条 この基準に定めがない第３３条第１項第２号の道路の取扱いについては、

愛知県の基準の例による。 

   附 則 

 この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、令和５年１月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、令和６年１２月２０日から施行する。 

２ 改正後の安城市における開発行為に係る道路の取扱い基準は、この基準の施行

の日以後になされた開発許可の申請について適用し、同日前になされた開発許可

の申請については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この基準は、令和７年５月２８日から施行する。 

２ 改正後の安城市における開発行為に係る道路の取扱い基準は、この基準の施行

の日以後になされた開発許可の申請について適用し、同日前になされた開発許可

の申請については、なお従前の例による。 

 


